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序     文 
 

日本政府はコートジボワール共和国の要請に基づき、同国において「国産米振興プロジェクト」

を実施することを決定し、独立行政法人国際協力機構が本プロジェクトを実施することとなりま

した。 

当機構は、プロジェクトの開始に先立ちプロジェクトを円滑かつ効果的に進めるため 2013 年 8

月 7 日～8 月 23 日にわたり、農村開発部専任参事・鍋屋史朗を団長とする詳細計画策定調査団を

現地に派遣しました。同調査団は、コートジボワール共和国政府との協議を通じて、プロジェク

トの大枠について合意に至りました。 

本調査報告書は、今回の調査を取りまとめるとともに、引き続き予定しているプロジェクトの

円滑な実施に資するためのものです。 

終わりに、調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対して心より、感謝申し上げます。 

 

平成 26 年 4 月 

 
独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長 北中 真人 
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事業事前評価表 
農村開発部乾燥畑作地帯第二課 

１．案件名 

国 名：コートジボワール共和国 
案件名：和名 国産米振興プロジェクト 

仏名 Projet de promotion du riz local 
 

２．事業の背景と必要性 

（1）当該国における農業/稲作セクターの現状と課題 
コートジボワール共和国（以下、「コートジボワール」と記す）は国土の大部分が熱帯モ

ンスーン気候区に属し、南部の平均降水量 1,600～2,200mm、月平均気温 25.0～28.3 度という

恵まれた自然環境により農業生産のポテンシャルが高く、農業は GDP の 27％を占め、労働

人口の 3 分の 2 が従事している。生産される食用作物はヤムイモ・キャッサバ・コメ・料理

用バナナ・トウモロコシと多彩であるが、このなかでコメだけが輸入に依存しており、国内

需要量 190 万 t（2011 年）の 74％にあたる 140 万 t（2011 年）を輸入している。この背景に

は急速な人口増加及び都市部における消費の著しい増加があるといわれており、コメ需要量

は 1960 年と比較すると 10 倍に増加している1。一方で、国内生産量は 2011 年の生産量は 45.6
万 t にとどまっている。この原因として、政治的な混乱の影響に加えて、①優良種子の供給

体制や普及サービスが行き届かず、国産米の生産性が低くとどまっていること、②作付準備

金の不足などから耕地が有効利用されず土地利用率が低いこと、③収穫後処理における脆弱

な設備・技術・マネジメント能力が原因となり、十分な品質・量を市場に提供できていない

状況にあることなどが挙げられる。こうしたなか、経済首都アビジャンをはじめとした大都

市において、コメ市場の大部分は輸入米で占められるようになっており、結果として、国産

米の生産地から都市部消費地への流通ネットワークも弱体化し、国産米流通の一層の制約要

因となっている。 
 
（2）当該国における農業/稲作セクターの開発政策と本プロジェクトの位置づけ 

「国家開発計画“Deuxième Plan National de Développement：PND 2012-2015”」では、農産

物加工を含めた農業セクターを、持続可能な経済成長を確保に必要不可欠な領域として位置

づけている。また、「農業開発マスタープラン“Plan Directeur de Développement Agricole：PDDA 
1992-2015”」と「貧困削減戦略文書“Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté：DSRP 
2009-2013”」を基に、「国家農業投資計画“Programme National d'Investissement Agricole：PNIA 
2010-2015”」が 2010 年 7 月に策定されている。同計画（PNIA）によると、農業は年間 9％
の成長が見込まれる重要セクターとされており、「農業分野の成長と生産性の改善」を投資

計画の柱に位置づけている。 
特に稲作部門においては、2007～2008 年の国際的な食料価格高騰を背景に、2008 年に国

家稲作振興戦略（National Rice Development Strategy：SNDR）が策定され、2011 年にその改

                                                        
1 以下、コメ需給データの出所は米国農務省 
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訂版「SNDR 2012-2020」を発表している2。SNDR は、2016 年の自給の達成を目標に掲げ（2016
年に消費 180 万 t、生産 198 万 t）、①持続可能な国産米生産システムの確立、②国産米の付

加価値化、③コメ生産・流通業者間の連携体制の確立、を柱に国産米振興に取り組んでいる。 
 
（3）農業/稲作セクターに対するわが国及び JICA の援助方針と実績 

わが国はコートジボワールに対して、無償資金協力で「農業機械訓練センター建設計画

（CFMAG）（1988～1989）」、「中北部地域灌漑農業整備計画（1996～1998）」を、技術協力プ

ロジェクトとして「灌漑稲作機械化訓練計画（1992～1997）」、「小規模灌漑稲作営農改善計

画“Project d'Amelioration des Systems d'Exploitation Agricole dans la Rizculture Irriguee de Petite 
Taille：PASEA”（2000-2002 中断）」を実施するなど、稲作を中心とした支援を行ってきた。

2002 年に政治的な混乱の影響から協力が停止されたが、2011 年 4 月の混乱が収束して以降

国際協力機構（JICA）は、2013 年 4 月に個別専門家「農業技術アドバイザー」を派遣し、本

格的な協力再開に向けた準備を進めている。わが国の対コートジボワール援助方針（暫定案）

では、重点分野の 1 つに経済成長の加速化を掲げ、国産米振興を食料自給率の向上及び農村

地域の経済活動拡大をめざす「1 次産業振興プログラム」に位置づけている。また、コート

ジボワールはアフリカ稲作振興のための共同体（Coalition for African Rice Development：
CARD）の第二グループ国として、わが国としても今後重点的に協力を実施する予定である。 

 
（4）他の援助機関の対応 

稲作部門に関しては、2012 年から世界銀行が「西アフリカ農業生産性プログラム“West 
Africa Agriculture Productivity Program：WAAPP”」を実施中であり、品質保証種子生産を支援

する一方で、老朽化した農業機械訓練センター（Centre de Formation à la Mécanisation Agricole 
de Grand-lahou：CFMAG）のリハビリと研修機材調達に対する資金援助を行っている。 

また、国連食糧農業機関（Food and Agriculture Organization of the United Nations：FAO）支

援による「西アフリカコメ生産改善プロジェクト“Amélioration de la Production du Riz en 
Afrique de l'Ouest：APRAO”」が国内 4 カ所のサイトで実施されており、①優良種子の使用促

進、②生産システムの向上（種子・肥料・加工・貯蔵の各段階で生産者の能力向上）、③コ

メ品質の向上をプロジェクト目標にとらえて、各サイトにおいて活動を実施している。 
加えて、政府により、海外民間企業による稲作開発への投資が強く期待されており、欧米

の大手穀物関連企業が計画策定に係る調査を実施し、一部試験事業が開始されている。 
本プロジェクトでは、これら他ドナー支援、民間投資の取り組みを積極的に取り込み、シ

ナジー効果を発揮することが期待されている。 
 

３．事業概要 

（1）事業目的 
本プロジェクトはヤムスクロ特別自治区、ベケ州、ベリエ州において、「ステークホルダ

ーの対話の促進」、「研修を通じて得られた知識・技術の活用」、「選定された生産者グループ

/精米業者/流通業者の能力が強化」、「国産米振興に関する取り組みが加速」を通じて、対象

                                                        
2 食用作物において戦略文書が作成されているのはコメに限られる。 
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農家におけるコメ販売量の拡大を目標とし、もって対象地域コメ販売量の増加に寄与するも

のである。 
 

（2）プロジェクトサイト 
コートジボワールにおいて灌漑地区の 40％（面積ベース）、バフォンの 20％（面積ベース）

を占める中部地区のうち、特に経済首都アビジャンへの市場アクセスが容易であるヤムスク

ロ特別自治区、ベケ州、ベリエ州（ベケ州：80 万 9,000 人、ベリエ州：22 万 4,000 人、ヤム

スクロ特別自治区：17 万 6,000 人3）を対象とする。また、アビジャンにおいては、国産米販

売促進（プロモーション）に係る活動を実施する。 
 
（3）本プロジェクトの受益者（ターゲットグループ） 

コメ生産者・生産者組織（25 グループ程度、1,500 名程度） 
精米業者・流通業者・販売業者など（100 名程度） 
普及員4（30 名程度） 

 
（4）事業スケジュール（協力期間） 

2014 年 1 月から 2018 年 12 月まで（60 カ月） 
 
（5）総事業費（日本側） 

7.4 億円 
 
（6）相手国側実施機関 

責任機関：農業省（Ministry of Agriculture：MINAGRI）計画・統計・プロジェクト総局 
実施機関：国家稲作開発機構（National Rice Development Office：ONDR） 
連携機関：農村開発支援公社（Agence Nationale d'Appui au Développement Rural：ANADER）、

国立農業研究センター（Centre National de Recherche Agronomique：CNRA）、

CFMAG、商業省、民間企業、他ドナー 
 
（7）投入（インプット） 

1）日本側 
① 専門家派遣 

チーフアドバイザー/バリューチェーン（35 人/月）、農民組織化/クレジット管理（36
人/月）、稲栽培技術（26 人/月）、業務調整（36 人/月）、灌漑/水管理（9 人/月）、その

他 
② 研修 

本邦研修（年間 2 名程度） 
③ 機材供与 

                                                        
3 1998年人口センサスを基に独立選挙委員会が推定した数値 
4 ANADERに所属する普及員。農家への研修の実施、モニタリングを行う。 
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車両、研修圃場管理用農業機材（耕耘機など） 
④ その他プロジェクトに必要な現地活動費 

JICA 専門家の活動費、技術指導、研修にかかる経費を含むが、コートジボワール側カ

ウンターパートの給与・移動・活動費は含まない。 
2）コートジボワール側 
① カウンターパート人員の配置 

プロジェクト・ディレクター：MINAGRI 計画・統計・プロジェクト総局長 
プロジェクト・マネジャー：ONDR 職員 
プロジェクト・マネジャーの下に、ONDR 職員、MINAGRI 職員、ANADER 職員からな

るユニットを設置（バリューチェーン、農民組織、稲栽培技術分野など） 
② プロジェクト拠点となる建物 

過去の技術協力プロジェクト（PASEA）の稲作開発センターの利用 
MINAGRI 内にアビジャン連絡事務所を設置 

③ ローカルコスト負担（活動経費・光熱費など） 
コートジボワール側カウンターパートの給与・移動・活動費を含む。 

 
（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1）環境社会配慮 
①カテゴリ分類：C 
②カテゴリ分類の根拠 

本プロジェクトはコメ生産・流通に関する技術支援を中心としており、「国際協力機構

環境社会配慮ガイドライン」（2010 年 4 月公布）上、環境への望ましくない影響は最小限

と判断されるため。 
2）ジェンダー・平等推進・貧困削減 

本プロジェクトは、ジェンダー・平等推進/平和構築に関する負の影響を与えることは想

定されない。 
 
（9）関連する援助活動 

1）わが国の援助活動 
2013 年 4 月から MINAGRI に個別専門家「農業技術アドバイザー」を派遣し、政策レベ

ルの助言・調整を行っている。同専門家には、本プロジェクトで得られた知見やアプロー

チを、政策担当者間で共有し、コートジボワール政府自身による他地域での展開を促す役

割が期待される。 
 

2）他ドナーなどの援助活動 
2.（4）のとおり、世銀の WAAPP、FAO の APRAO のほか、海外民間企業が対象地域に

投資を開始している。APRAO で設置されている関係者の情報共有プラットフォームなど

既存の仕組みの活用や、WAAPP で生産された優良種子の活用、本プロジェクトの支援で

増産されたコメの海外民間企業による流通・販売などのシナジー効果発現をねらう。 
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４．協力の枠組み 

（1）協力概要 
1）上位目標 

対象地域（ヤムスクロ特別自治区、ベリエ州、ベケ州）で生産されたコメ販売量が拡大

する。 
指標：対象地域農家によるコメ生産量及び販売量が XX％増加する。 

対象地域から都市部（アビジャン、ヤムスクロ）へのコメ販売量が X t 増加する。 
 

2）プロジェクト目標 
対象農家におけるコメ販売量が増加する。 
指標：対象農家におけるコメ生産量及び販売量が XX％増加する。 

対象地域から都市部（アビジャン、ヤムスクロ）へのコメ販売量が X t 増加する。 
 

3）成果及び活動 
成果 1 ステークホルダー5の対話が促進される。 
指標： 

1-1 対象となる生産者グループ/精米業者/流通業者が明らかになる。 
1-2 コメ生産・販売に関する共通の条件6が共有される。 

 
活動： 

1-1 対象グループの詳細情報の整理 
1-2 コメ振興に関するステークホルダー情報の整理 
1-3 ステークホルダー間の対話の調整 

 
成果 2：対象グループにより、研修を通じて得られた知識・技術が活用される。 
指標： 

2-1 研修に参加した農家の XX％が基礎技術を活用する。 
2-2 研修に参加した精米/流通業者のうち XX％が基礎技術を活用する。 

 
活動： 

2-1 研修に必要な教材の作成を行う。 
2-2 普及員に対する技術研修を実施する。 
2-3 研修に必要なインプット（種、肥料など）を供与する。 
2-4 生産者グループに対する研修を実施する。 
2-5 精米業者/流通業者に対する研修を実施する。 
2-6 研修に参加した生産者グループのモニタリング・評価を実施する。 

                                                        
5 ステークホルダーとは受益者（地元の生産者、精米業者、流通業者）及び、対象地域で活動している海外民間企業（欧米民

間企業）、ドナー（FAO、世銀）を含めた関係者を意味する。 
6 収穫後の取り扱い方法や、販売時の最低価格の設定などを想定。 



 

vi 

 
成果 3：対象グループのうち、選定された生産者グループ/精米業者/流通業者の能力が強

化される。 
指標： 

3-1 XX％の選定された生産者グループ/精米業者/流通業者が追加支援の目標を達成

する。 
 

活動： 
3-1 追加支援メニューを作成する。 
3-2 追加支援対象生産者グループを選定する。 
3-4 政府、他ドナー、民間企業、NGO などと協議のうえ、支援方法を具体化する。 
3-5 追加支援を実施する。 
3-6 追加支援の結果をモニタリング・評価する。 

 
成果 4：ステークホルダーによる国産米振興に関する取り組みが加速される。 
指標： 

4-1 アプローチに関するガイドラインが作成される。 
4-2 消費者による国産米の購買意欲が向上する7。 

 
活動： 

4-1 国産米の流通量に関するデータを収集する。 
4-2 消費者の国産米の嗜好調査を実施する。 
4-3 都市部の消費者に対する国産米の販売促進活動を実施する。 
4-4 プロジェクトのアプローチをガイドラインとして取りまとめる。 

 
（2）プロジェクト実施上の留意点 

・本プロジェクトでは、バリューチェーン上のステークホルダーである地元の生産者、生産

者組織、精米業者、流通業者、海外の民間企業、ドナー間のネットワークの構築・強化を

行うとともに、受益者に対する技術指導を通じて国産米の販売量増加をねらう。 
・プロジェクト目標では 1,500 農家世帯を想定し、上位目標では対象地域全体への裨益を想

定する。 
・下記の成果①～④の活動から、プロジェクト目標の達成をめざす。 

①成果 1 においてヤムスクロ特別自治区、ベケ州、ベリエ州における関係者の対話を促進

しネットワークを構築。特に、ネットワークの構築・強化の一環として、精米業者や生

産者組織を通じた種子・肥料のクレジットによる販売、収穫後に返済を行う仕組みを試

行する。これにより、農家は確実に種子・肥料を手に入れられ生産量を増加、精米業者

は農家からの十分な籾量を確保できるようになることから市場への販売量を増加する

ことが期待できる。 

                                                        
7 アビジャンのマーケットにおけるアンケート調査を実施。販売促進活動の結果の、国産米に対する認識の変化を確認する。 
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②成果 2 において受益者に対する研修を実施・モニタリングを行う。研修内容は、主とし

て生産者に対する栽培技術研修、生産者組織に対する組織運営研修、精米・流通業者に

対するビジネス管理研修を想定する。 
③成果 3 において、成果 2 のモニタリング結果の良い受益者に対して追加的支援を実施す

ることで、これらの受益者の一層の能力向上をめざす。追加支援の内容については、モ

ニタリングの結果を分析のうえ決定するが、追加の研修や簡易機材の供与などを念頭に

置く。なお、持続性の観点から、コートジボワール政府の負担による実施可能な内容と

する。 
④上記の活動に加えて、成果 4 として、経済首都アビジャンへの販売量の増加をめざした

活動及びアプローチの取りまとめを通じた政策提言を実施し、より大きなインパクトの

発現をめざす。 
・指標については、プロジェクト開始後の活動をベースに、1 年以内に具体的な数値を設定

し、合同調整委員会（Joint Coodinating Committee：JCC）において承認を得る予定。 
・成果 2 のうち稲栽培技術に関する研修については、JICA 研究所と連携し、その効果につい

てインパクト評価を実施する。 
 

５．前提条件・外部条件 （リスク・コントロール） 

（1）前提条件 
・事業対象地域において治安状況が悪化しない。 

（2）成果達成のための外部条件 
・旱魃・洪水などの大規模な自然災害が発生しない。 
・農業資機材の価格が著しく変動しない。 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 
・コメの国内価格が著しく変動しない。 

（4）上位目標達成のための外部条件 
・コメの国際価格が著しく変動しない。 

 

６．評価結果 

本プロジェクトは、コートジボワールの開発政策及び開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合

致しており、また計画の適切性が認められることから、実施する意義は高い。 
 

７．過去の類似案件の教訓と本プロジェクトへの活用 

灌漑稲作、天水低湿地稲作については、基本的な栽培技術は共通しており、これらを活用する

ことでより効率的な業務を実施できる可能性が指摘されている。本プロジェクトでは、「タンザ

ニア国灌漑農業技術普及支援体制強化プロジェクト（2006 年 6 月～2012 年 6 月）」、「ガーナ国天

水稲作持続的開発プロジェクト（2009 年 7 月～2014 年 7 月）」において開発された技術パッケー

ジを活用し、コートジボワールに適した栽培技術に係る研修を実施する。 
また、「タンザニア国灌漑農業技術普及支援体制強化プロジェクト」においては、生産から流

通までのバリューチェーン強化を行うことを目的とし、生産者（農家）と精米業者や流通業者と
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の対話を試行的に実施した。これにより、生産者も市場が求める品質基準について理解し、生産

段階における品質への意識向上の効果があった。本プロジェクトにおいてはコメを市場で販売す

る商品作物として位置づけており、精米業者や流通業者などとの対話の場を頻繁に設け、品質に

関する生産者の意識向上を促す。 
 

８．今後の評価計画 

（1）今後の評価に用いる主な指標 
４．（1）のとおり。 

（2）今後の評価計画 
事業中間時点：中間レビュー 
事業終了 6 カ月前：終了時評価 
事業終了 3 年後：事後評価 
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第１章 詳細計画策定調査の概要 
 
１－１ 要請の背景と調査の目的 

コートジボワール共和国（以下、「コートジボワール」と記す）は国土の大部分が熱帯モンス

ーン気候区に属し、南部の平均降水量 1,600～2,200mm、月平均気温 25.0～28.3 度という恵まれた

自然環境により農業生産のポテンシャルが高く、農業は GDP の 27％を占め、労働人口の 3 分の

2 が従事している。生産される食用作物はヤムイモ・キャッサバ・コメ・料理用バナナ・トウモ

ロコシと多彩であるが、このなかでコメだけが輸入に依存しおり、国内需要量の 74％にあたる 140
万 t（2011 年）を輸入している状況にある。この背景には急速な人口増加及び都市部における消

費の著しい増加があり、コメ需要量は 190 万 t（2011 年）に達しており、1960 年と比較すると 10
倍に増加している。一方で、国内生産量は内戦の影響が残っていることから停滞しており、2011
年の生産量は 45.6 万 t にとどまり、需給ギャップは拡大傾向にある。この原因として、①優良種

子の供給体制や普及サービスが行き届かないことから、国産米の生産性は低くとどまっているこ

と、②耕地が有効利用されず土地利用率が低下していること、③精米をはじめとした収穫後処理

における脆弱な設備と技術が原因となり、アジアからの輸入米に対して品質・価格・取扱量で競

争力が劣っている状況にあることなどが挙げられる。特に、経済首都アビジャンをはじめとした

大都市において、コメ市場の大部分は輸入米で占められるようになっており、これに伴い国産米

の生産地から都市部消費地への流通ネットワークも弱体化しており、国産米流通の一層の制約要

因となっている。 
このような状況から、コートジボワール政府は、国内の需給ギャップを改善するために、国産

米を振興することを目的とした「国産米新興プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」）協力を

わが国に要請した。今回の詳細計画策定調査では、コートジボワール政府からの協力要請の背景

及び内容を再確認し、先方政府関係機関との協議を経て協力計画を策定するとともに、当該プロ

ジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収集、分析することを目的とする。 
 
１－２ 調査団の構成 

担 当 氏 名 所 属 

総括 鍋屋 史朗 JICA 農村開発部 特任参事 

稲栽培 富高 元徳 JICA 国際協力専門員 

実証研究 1 大塚 啓二郎 政策研究大学院大学 教授 

実証研究 2 高橋 和志 アジア経済研究所 研究員 

実証研究 3 真野 裕吉 一橋大学 講師 

評価計画 中村 貴弘 JICA 農村開発部 主任調査役 

 
１－３ 調査日程 

現地調査は 2013 年 8 月 7 日（水）から 8 月 23 日（金）までの期間で実施した。 
ただし、実証研究担当の 1～3 は、8 月 7 日（水）～8 月 17 日（土）。 
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１－４ 主要面談者 

詳細計画策定調査時の主な面談者は以下のとおり。 

所属先 役 職 名 前 

MINAGRI 計画総局長 Nouhoun COULIBALY 

 計画局長 Bernard K. COMOE 

 農業技術アドバイザー 南谷 貴史 

ONDR 総裁 Djande COULIBALY 

YAANOVEL 社 プロジェクトチーフ Denis Y. KOKO 

NOVEL 社コートジボワール 総裁 Albert C. DIADHIOU 

GIZ プログラムオフィサー Andrea WILHELMI-SOME 

世界銀行 WAAPP 担当 Yao HACCANDY 

JICA コートジボワール事務所 所長 米崎 英郎 

 所員 藤野 浩次郎 

 ナショナルスタッフ Bruno Yao EDI 
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第２章 プロジェクト対象地域の状況 
 
２－１ コートジボワールの状況（自然、経済、社会） 

（1）国家経済と農業の位置づけ 
コートジボワールは、ギニア湾に面し、国土面積 32 万 2,463 ㎢、人口 2,100 万人を擁し、

都市化率がサブサハラ諸国のなかでも 52％と高く1、経済都市アビジャンには 450 万人が集

中している。1960 年に独立し、70 年代には「象牙の奇跡」と称賛される経済成長を遂げて

いたが、コーヒー・カカオの国際価格の急落・低迷で長期的な経済停滞に陥り、カリスマ的

なウフェ・ボワニ初代大統領の死去（1993 年）で政治が不安定化し、ついに 2002 年には内

戦に発展した。その後、和平合意と合意破棄が繰り返され、2010 年の大統領選挙結果を巡り

再び内戦化した。90 年代初期に 32％まで低下した貧困率は、このような政治・社会・経済

の混乱もあり 90 年代末には 38％になり、2008 年には 49％にまで悪化した。貧困率は、都市

部の 29.45％に比べ、農村部は 62.45％と高くなっている2。2009 年 1 月にコートジボワール

国内で合意を得た貧困削減戦略文書（Poverty Reduction Strategy Paper：PRSP）は、2 月に国

際通貨基金（Intenational Monetary Fund：IMF）/世銀に承認された。2011 年に事態が軍事的

に収束される一方で、2012 年 6 月には重債務貧困国（Heavily Indebted Poor Country：HIPC）

債務救済イニシアティブが多国間で合意され、復興に向けた取り組みが開始されている。 
コートジボワールの産業構造は、1990 年代半ばからおおむね農業 25％、鉱工業 25％、サ

ービス 50％の水準で推移しており3、労働人口の 3 分の 2 が農業に従事していることから、

今もなお農業は重要な産業である。コメを含む食料作物のみならず、コーヒー・カカオとい

った輸出作物においても、その主な担い手は 1 人当たり 0.5ha の小規模農家である4。コート

ジボワールは、大きく 4 つの自然地域区分に分けられる5。①高温多雨多湿（年降水量 1,600
〜2,200mm）な海岸沿岸部では、根菜類（ヤムイモ、キャッサバ）、プランテン・バナナ、コ

ーヒー、カカオ、ゴム、オイルパームなどが栽培されている。②その北に位置する標高 200
〜300m の高原地帯は、年降水量 1,100〜1,600mm で植生は熱帯雨林からサバンナへ移る中間

地帯の景観となり、根菜類、プランテン・バナナに加えて、トウモロコシ、雑穀（ミレット、

ソルガム）、換金作物としてはコーヒー、綿花、サトウキビ、などが栽培される。③さらに、

北部のブルキナファソと国境を接する地域は標高 300〜700m の高原や山地からなり、気温の

年較差、日較差が大きいサバンナ気候で、年降水量 900〜1,100mm（西北部の山地は 1,400〜
1,600mm）、食用作物としては根菜類が減りトウモロコシ、雑穀、水稲が多くなり、サトウキ

ビ、綿花が栽培される。④西部のニンバ山のある高山地域は、年降水量 1,700〜2,200mm と

多く、水稲、雑穀、根菜類、コーヒーが栽培される。 
 
  

                                                        
1 UNDP, Human Development Report, 2013 
2 Republic of Cote D’Ivoire, Strategy for Relaunching Development and Reducing Poverty, Jan., 2009 
3 JICA, コートジボワール本格援助再開へ向けた基礎情報収集・確認調査、2010年4月 
4 JICA, コートジボワール国農業基礎情報収集・確認調査、2013年3月 
5 国際農林業協力協会、コートジボワールの農林業、2000年3月 
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（2）稲作の概況 
1）栽培環境 

コートジボワールの稲作は、主に 4 つの分類に分けられる（図２－１）。 
灌漑稲作：仏語でペリメットルと呼ばれる近代的な構造物が設置されている水田 
バフォン：広義には、内陸小低地と呼ばれる谷筋の低地を指す。降雨、表面流出水など

が水源となり水田稲作が可能となる地域。狭義には、近代的な構造物が設置

されていない、農民主導による小規模な水田稲作地域を指す。 
氾濫原稲作：河川の氾濫水を利用して行う稲作 
陸稲：陸稲を栽培している地域。コートジボワールの 95％（面積ベース）が、この形態。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：ONDR（国家稲作開発局）、コートジボワール国農業基礎情報収集・確認調査 
2013 年 3 月 

図２－１ コートジボワールの稲作概況 

 
2）政府の施策 

コートジボワールでは、図２－２に示すとおり、需要量と生産量との乖離が悪化する傾

向にある。これに加えて 2007～2008 年の国際的な食料価格高騰を背景に、2008 年に国家

稲作振興戦略（National Rice Development Strategy：SNDR）が策定され、2011 年にその改

訂版「SNDR 2012-2020」を発表している。SNDR は、2016 年の自給の達成を目標に掲げ（2016
年に消費 180 万 t、生産 198 万 t）、①持続可能な国産米生産システムの確立、②国産米の

付加価値化、③コメ生産・流通業者間の連携体制の確立、を柱に国産米振興に取り組んで

② バフォン 

④ 陸稲 ③ 氾濫原稲作 

① 灌漑稲作 
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いる。 
なお、SNDR においては、表２－１のとおり生産目標を定めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：世界の食料統計、九州大学伊藤研究室 

 
図２－２ コートジボワールのコメ生産状況 

 

表２－１ 稲作形態別コメ倍増計画（2008～2018） 

 年 度 2008 2011 2013 2016 2018 

灌漑稲作 

1 期作（ha） 25,000 31,500 35,000 45,000 50,000
籾単収（t/ha） 4 5 5 5 5
2 期作（ha） 16,000 31,500 35,000 45,000 50,000
籾単収（t/ha） 5 5 5 5 5
籾生産量（t） 180,000 315,000 350,000 450,000 500,000

氾濫原 
稲作 

面積（ha） 1,500 15,000 25,000 30,000
籾単収（t/ha） 3 4 5 5
籾生産量（t） 0 4,500 52,500 125,000 150,000

天然稲* 
面積（ha） 937,000 750,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000
籾単収（t/ha） 1 1 2 2 2
籾生産量（t） 749,600 900,000 1,800,000 2,470,000 2,600,00

計 

籾生産量（t） 929,600 1,219,500 2,202,500 3,045,000 3,250,000
白米生産量（t） 604,000 792,675 1,431,625 1,979,250 2,112,500
消費量（t） 1,430,000 1,526,000 1,628,000 1,795,000 1,915,000
ギャップ（t） -826,000 -733,325 -196,375 184,250 197,

*陸稲、バフォンを含む 
出所：SNDR2012-2020, ONDR, Janivier 2012. 

 
（3）対象地域の稲作の状況 

コートジボワールにおいて灌漑地区の 40％（面積ベース）、バフォンの 20％（面積ベース）

を占める中部地区のうち、特に経済首都アビジャンへの市場アクセスが容易であるヤムスク

ロ特別自治区、ベケ州、ベリエ州（合計約 1 万 7,000 世帯が灌漑地区・バフォンで稲作を実
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施）を対象とする。また、アビジャンにおいては、国産米販売促進（プロモーション）に係

る活動を実施する。 
 

表２－２ ベリエ州＋ヤムスクロ特別自治区内稲作関連データ（ONDR） 

 灌漑 灌漑バフォン バフォン 天水バフォン 陸稲 

農家数 219 656 382 1,475 3,879

面積（ha） 181 500 312 1,234 5,154

生産量（t） 324 1,161 496 2,068 5,733
※上記データは ONDR 作成のものであるが、特に灌漑稲作の農家数・面積・生産量とも過小であ

り明らかに誤りと判断されるため、参考にとどめておく必要がある。 

 
表２－３ ベケ州＋アンボル州稲作関連データ（ONDR） 

 灌漑 灌漑バフォン バフォン 天水バフォン 陸稲 

農家数 4,371 4,141 690 5,061 35,200

面積（ha） 3,615 3,161 563 4,235 46,771

生産量（t） 6,491 7,335 896 7,096 52,026
※旧行政区分によるデータであるため、ベケ州とアンボル州を含めている。 

 
表２－４ 灌漑地区一覧 

 
灌漑地区 稲作形態 

整備面積

（ha） 
農家数 
（人） 

二期作 備考 

 ベリエ州      
1 セマン・ジャマラボ ペリメットル 44 32 可 水門損傷 
2 プティブアケ ペリメットル 230 100 一部不可 水路破損箇所多 

3 ンダコナンクロ・プ

スス 
ペリメットル 80 85 可 

用水路漏水 

4 ナナン ペリメットル 33 22 可 灌漑施設浸食 
5 ザッタ ペリメットル 60 58 可 用水路漏水埋没 
6 スビアクロ ペリメットル 80 42 可 農道未整備 
7 ンガタドリクロ ペリメットル 20 25 可 用水路漏水 
8 タキサレクロ ペリメットル 100 78 一部可  
9 ガンゴロ ペリメットル 33 22 可 排水不良 

10 ンブランクロ ペリメットル 30 90 可 灌漑効率低い 
11 デュイボ ペリメットル 20 31 可 灌漑水不足 
12 コリアクロ ペリメットル 32 69 可 漏水・排水不良 
13 ディディエヴィ ペリメットル 76 49 可 用水路漏水 
14 ボリ ペリメットル 46 36 不可 PFE6・排水不良 
15 ラヴィア ペリメットル 385 85 不可 PFE・取水口破損

                                                        
6 PFE：Prise au Fil de l’Eau、取水口のみの設置で灌漑水を圃場に導くタイプ。ダムは建造しない。 
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16 アノンブラン バフォン 15 15 一部可 未整備・土水路 
17 プエキエ バフォン 30 20 一部可 溜池あり 
18 ビナヴァル バフォン 32 53 一部可 未整備 

 ベケ州      
19 サカス ペリメットル 400 525 可 用水路漏水 
20 ジェボヌア ペリメットル 15 16 不可 用水路埋没 
21 ンベ 1 ペリメットル 150 142 可 取水口破損 
22 ンベ 2 ペリメットル 40 150 可 ダム堤体漏水 
23 ロカプリ ペリメットル 130 90 可 無償案件、 
24 ニアンラ ペリメットル 78 不明 可 用水路破損 
25 ロペ ペリメットル 37 100 可 ダム堤体破損大 

 計  2,196 1,935   
※未整備バフォン数及び農家数は未確認。 
※南谷専門家が MINAGRI から入手した資料を元に作成。ミニッツに添付したリスト（ONDR から入手）と異な

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２－３ 対象稲作地区地図 
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２－２ 関係機関の状況 

（1）農業省 
2013 年 8 月時点での、農業省（Ministry of Agriculture：MINAGRI）組織図は付属資料 6 の

とおり。一部、空席もある。JICA としては、計画・統計・プロジェクト総局付きで個別専門

家「農業技術アドバイザー」を派遣している。 
MINAGRI がコートジボワール国内の農業に関する窓口となるが、稲作については独立機

関としての国家稲作開発機構（National Rice Development Office：ONDR）が設置されており、

実際の調整は ONDR が実施する形となっている。ただし、農業は灌漑開発、種子や肥料など、

作物全般に共通する部分であることから、重複もみられる。 
 
（2）国家稲作開発機構（ONDR） 

ONDR は、「Decree No. 2010-202（2012 年 7 月 10 日）」「Decree No. 2012-767（2012 年 8 月

10 日）」により設立。MINAGRI、財務経済省から技術的監督を受けるが、予算的には独立機

関であり、ONDR 自身が予算申請を行う。 
2012 年度の予算は表２－５のとおり。 

 
表２－５ 国家稲作開発事務局の2012年度予算 

項 目 FCFA（円） 

運営費（Operation） 558 百万 FCFA（110 百万円） 

活動予算（Investment） 50 百万 FCFA（9.9 百万円） 

合計 608 百万 FCFA（120 百万円） 
1FCFA＝0.198 円（2013 年 8 月 JICA 統制レート） 

 
聞き取り調査によると、ONDR は、SNDR の下で国産米振興に係る政策調整を行うことを

マンデートとしている。一方で、以下のとおり文書上の政策調整にとどまらず、以下のよう

な具体的な活動の責任機関となっており、国産米振興に係る政策から現場までの情報が集約

的にストックされる形となっている。この事実を受けて、本プロジェクトでも、プロジェク

ト・マネジャーを ONDR から配置することを合意した。 
なお、ONDR は現在、正規職員が 185 名配置されている（詳細は、別途収集する必要があ

る）。 
 

1）種子調整センターの設置 
全国 6 カ所の種子調整センターの建設を予定。1 カ所はヤムスクロ特別自治区に設置さ

れ稼働しており、残り 5 カ所は AFD 支援で計画を行っている（2013 年 12 月に開始予定）。 
 

2）全国への精米機の設置 
2013 年末までに、イスラム開発銀行、西アフリカ開発銀行、世銀、中国からの融資によ

り 2t/hr 処理能力の精米機を全国に 63 台（民間企業、協同組合向け）、2014 年には Indian Exim 
Bank 融資により 5t/hr の精米機 20 台（民間企業向け）が導入される計画である。精米機を

導入した民間企業・協同組合は売上のなかから ONDR に対して返済を行う。 
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3）ドナーとの事業の窓口 
「西アフリカコメ生産改善プロジェクト“Amélioration de la Production du Riz en Afrique 

de l'Ouest：APRAO”」は ONDR が実施機関。「西アフリカ農業生産性プログラム“West Africa 
Agriculture Productivity Program：WAAPP”」については、ONDR が種子生産などの一部分

を担っている。ドナーからの聞き取りでは、MINAGRI が全体の監督を行いながら、稲作

に関する事項は ONDR をかませることが重要と認識されている。 
 
２－３ 他機関の活動 

（1）アフリカ開発銀行 
・ヤムスクロ特別自治区を中心とする中部地域を対象に、アフリカ開発基金（FAD：2014-2016）

による灌漑施設の整備・改修、農道整備、穀物倉庫建設など、ハード面の協力及びアフリ

カ開発銀行（African Development Bank：BAD）の民間融資スキームを使い、NOVEL 社が

計画している精米所建設などへの融資を検討中。 
・2013 年 4 月に要請確認調査団が来訪。7～8 月にかけて協力金額、コンポーネントを特定

する事前調査団を派遣予定。順調にいけば 2014 年から事業開始予定。 
・また、米国と共同で G8 ニューアライアンス対象国（6 カ国）に対して、官民連携（Public–

Private Partnership：PPP）事業の F/S 調査にかかる費用を拠出する計画がある。 
 
（2）国連食糧農業機関（FAO） 

・スペインの援助により、コートジボワールを含む 5 カ国を対象に APRAO（2010-2013）を

実施中。 
・持続的な稲作生産を目的に、①保証種子の供給、②良質なコメの生産・流通強化、③種子

の流通情報システムの構築の 3 つの活動コンポーネントから構成されている。②では農業

機械や投入財の供与や栽培技術研修のほか、生産者、精米加工業者、流通業者など、すべ

てのアクターの参加とネットワーク構築を支援している（具体的な取り組みは、3 章に記

載のとおり）。 
・対象サイトは①ヤムスクロ特別自治区（灌漑稲作）、②ガニョア（天水・低湿地稲作）、③

ボングアヌゥ（天水・低湿地稲作）、④グランラウ（灌漑・低湿地稲作）の 4 カ所。グラ

ンラウでは日本が協力した農業機械訓練センター（Centre de Formation à la Mécanisation 
Agricole de Grand-lahou：CFMAG）で種子生産事業を行っている。 

・本プロジェクトを通じて、①対象 4 サイトの保証種子供給体制の整備や、アクター間のネ

ットワーク構築などの成果が確認されているため、プロジェクト終了後の継続協力を JICA
に期待。 

 
（3）世界銀行 

・WAAPP のマノ河同盟諸国を対象とした C グループ事業において、日本政府の日本開発政

策・人材育成基金（Japan Policy and Human Resources Development Fund：PHRD）（2008 年

にアフリカ稲作支援を目的に承認された 1 億米ドル）を一部活用し、稲作を対象にした協

力を実施中。期間は 2012 年 1 月から 5 年間、協力総額は 40 億 FCFA。 
・活動は①コメ統計、種子情報システムの構築、コメ流通ネットワーク支援、②研究・研修



 

－10－ 

施設の整備、機材供与及び研修、③生産性向上のための研究・技術支援の 3 つのコンポー

ネントにより構成。②では、過去に日本の協力により建設された CFMAG の改修、農業機

械（耕耘機、脱穀機、精米選別機など）の供与と研修を予定。 
 
（4）NOVEL 社（民間企業） 

・NOVEL はスイス・ジュネーブに本拠をもつ農産品貿易商社。2012 年にヤムスクロ特別自

治区（District）と合意文書を交わし、コメ、カフェ・カカオ、内水面養殖に係る投資を計

画中。現在コメを先行して進めておりヤムスクロ特別自治区近郊で着手している。 
・ヤムスクロ特別自治区と合弁会社（JV）（合弁会社名は YAANOVEL）を設立し（済）、①

Bédié 州内の地方自治体（Collectivité locale）から未利用地に係る 30 年の利用権をもらい、

そこで自前生産、②既存農家から収穫物の買取を引き換えに投入財を支援する契約栽培、

の 2 通りの事業を計画中。 
・本プロジェクトでは、他のパートナー（公的機関や民間企業、国際 NGO など）との協力

枠組みづくりを進めており、JICA との連携も期待。 
・民間企業側で負担できないのが灌漑施設の改修、農道などのインフラ整備であり、

MINAGRI・ONDR や BAD と検討を進めている。 
・現在、ヤムスクロ特別自治区近郊の Subiyakuro で 80 農家（81ha）、Sema で 10 農家、Nana

で 10 農家と個別に契約をと交わし、これから栽培開始の予定。現在 2ha で次期作用の種

子の栽培を行っている。また F/S 調査の TOR（Terms of Reference）を策定中。2013 年中に

準備フェーズを終え、2014 年から本格的にコメ生産事業を開始する予定。 
・2013 年 8 月に、対象地域を農業大臣が訪問するなど PPP の先進事例として認識されてい

る。 
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第３章 コートジボワールにおける稲作の状況 
 

現地視察した地域の多くの水田は、畦畔があり、田面もある程度均平され、稲の生育や登熟が

ほぼ揃っていた。「コートジボワール農業分野基礎情報収集・確認調査ファイナルレポート」（2013
年 3 月）と現場視察での見聞をもとに、コートジボワールの稲作の状況について述べる。 
 
（1）栽培面積 

「コートジボワール農業分野基礎情報収集・確認調査」（2013 年 3 月）によれば、農家当

たりの稲栽培面積は灌漑稲作とバフォンが 1.2ha、氾濫原 1.8ha、陸稲 1.6ha である。政府が

開発した灌漑地区では、入植時における農家当たりの割当面積は 0.25～0.5ha であったが、

年月の経過とともに、耕作放棄された土地をほかの農民が吸収することで、次第に農家当た

りの稲栽培面積が拡大した。農業資材や雇用労働用の資金が調達できないことから、保有す

る耕地の一部を作付けできない農民もいる。また、耕地を借りてイネを栽培している農民も

いる。 
 
（2）圃場準備 

灌漑稲作で 100％、バフォンで 20％、氾濫原で 70％、陸稲で 0％が機械で耕耘されている。

全農民が機械で耕耘している灌漑地区においても、耕耘機の台数が不足していることから、

なかなか適期に圃場準備が終わらない。耕耘機は稲作農民を重労働から解放する手段である。

機械と人力による耕耘経費の差はほとんどない。 
 
（3）品種 

1990 年代には BOUAKE-189 が灌漑稲作面積の約 9 割に栽培されていたが、10 年に及ぶ内

戦のため、原原種・原種の発芽能力が失われ、品種そのものが喪失したとされている。現在

の主要品種は、アフリカライスが 1992 年に開発し、1998 年に登録された WITA-9 であり、

ONDR が中心なって種子生産が行われている。 
 
（4）種子 

コートジボワールで唯一の ONDR 種子調整センター7がヤムスクロ特別自治区にあり、同

センターから距離的に近いこともあり、対象灌漑稲作地区における大半の農民が品質保証種

子を入手しており、一部の灌漑地区では種子生産が行われている。バフォンにおいては、自

家採取や農民間の取り引きで種子を調達するのが一般的である。 
 
（5）播種と移植 

灌漑稲作地区とバフォンでは移植栽培（乱雑植え）が一般的であり、直線植えはわずかで

ある。「容易さ」「人手不足」「資金不足」「時間短縮」などの理由から、乱雑植えをする農民

が多い。氾濫原では直播（散播）、陸稲では点播が多い。  

                                                        
7 ONDR は農家に保証種子の栽培を委託し、買い上げた種子を種子調整センターに貯蔵し、そこから必要とする農家に販売し

ている。種子調整センターが全国に 1 カ所しかないことが、農家による保証種子へのアクセスの低下を招いていると分析し、

全国に 6 カ所の増設を計画し、9 月には ADF との契約を了し、12 月から建設に着工する予定との説明を受けた。 
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（6）施肥 
奨励施肥量は、ヘクタール当たり NPK（10-24-18）を 3 袋（1 袋：50kg）と尿素 2 袋であ

る。農民の多くは奨励施肥量を知りながら、実際はそれを下回っている。ドナーや民間企業

が支援している灌漑地区の一部では奨励施肥量がクレジットで供与されている。 
 
（7）農薬 

多くの農民が、病害・虫害・雑草害対策として、農薬を使用している。 
 
（8）鳥追い 

登熟期の鳥追いなしに収穫は期待できない。 
 
（9）収穫・脱穀・選別 

収穫は鎌で手刈りする。脱穀機を使う農民もいるが、落水した水田にビニールシートを敷

き、ドラム缶に叩きつける。あるいは、木の棒で稲穂を叩くといった方法がある。脱粒性の

ある品種であるため、作業はあまり困難ではない。収穫・運搬・天日乾燥・選別（風選）・

袋詰めは通常女性の仕事である。 
 
（10）販売 

ヤムスクロ特別自治区市場で国産米の販売を見たが、小石を含む夾雑物を取り除きながら

販売していた。同市場において聞き取りを行ったところ、価格については以下のとおりであ

った。 
売上 1 位 ：Papion（Batterfly）375 FCFA/kg 
売上 2 位 ：Denicasha 325 FCFA /kg 
最も高い ：Liz Casse（Broken Rice）450 FCFA /kg 
国 産 米 ：400～500FCFA /kg 

 
（11）流通 

国産米の流通経路は輸入米に比べると複雑であり、生産者・組合・精米所・パーボイラー・

消費者間が多岐にわたる。流通経路が数多くあるため、取り引きの規模は小さくなる。取り

引きの規模が小さいため、コメの集積が起こらず、最終消費地であるアビジャンに十分なコ

メが届かないと推察される。 
 
（12）ガニョア州の Tipadipa 灌漑地区の事例 

ガニョアではスペインの支援を得て FAO が APRAO プロジェクトを実施中である（2012
年 8 月に開始）。農村開発支援公社（Agence Nationale d'Appui au Développement Rural：ANADER）

が仲介してプラットフォームが形成され、精米業者（協同組合 2、個人 2）、種子生産者、投

入業者、輸送業者、銀行、メディア、輸送業者などがメンバーになっている。ANADER はメ

ンバーではないが、プラットフォームが機能するよう支援している。Tipadina 地区では、農

民 40 名（男性 34 名、女性 6 名）が、30ha でイネの二期作をしている。作付け開始前に水路

を清掃し、水の必要に応じて、掛け流しで灌漑する。主要品種は WITA-4 であり、種子は三
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作ごとに交換するよう指導されている。2 日間の発芽処理後に播種し、播種後 14 日をめどに

田植をする。WITA-4 の生育期間（播種から収穫）は約 120 日である。灌漑水へのアクセス

に恵まれた水田で早生品種種（M 18）の三期作する農民もいる。田植えや収穫作業は農民間

で労働交換する。労働交換では労賃は支払わないが、食事を提供する。Tipadina では脱穀や

男性の仕事とのことで、男性 10 名がドラム缶や丸太に叩き付けて脱穀していた。ヘクター

ル当たり NPK（10-24-18）を 3 袋（1 袋：50kg）と尿素 2 袋の融資を受け、その総額は 10 万

6,000FCFA である。肥料は APRAO→精米業者→農民と流れる。ヘクタール当たり 4～5t の籾

収量があり、175FCFA/kg で精米業者が買い取る。精米業者は稲作の状況をモニタリングし、

農家が持ち込んだ籾を精米して融資金額を差引いた残りを農民の銀行口座に振込む。白米価

格は 350FCFA/kg であり、ほとんどが地元で消費される。 
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第４章 評価５項目による評価結果 
 
４－１ 妥当性 

以下の観点から本プロジェクトの妥当性は高いと判断される。 
（1）必要性（国、地域、社会、ターゲットグループのニーズ） 

1）コートジボワールの食料作物は、生産量の多い順にヤムイモ、キャッサバ、料理用バナ

ナ、コメ、トウモロコシであるが、コメのみが自給できず、国内需要 190 万 t（2011 年）

に対し、生産量は 45.6t にとどまっており、140 万 t 8を輸入に依存している。 
2）ここ 20 年の主要食料作物の年平均需要増加率は、ヤムイモ、キャッサバが 3％、料理用

バナナ、トウモロコシが 2％に対し、コメは 4％と高く、コートジボワールの人口増加率

の 2.2％を大きく上回っており、需給ギャップは拡大する傾向にある9。 
3）コメ消費量の伸びは、急速な都市化に一因がある。都市部住民にとっては、料理が容易

なコメが主食となりつつあるが、コメ市場の大部分が輸入米で占められ、国産米の生産地

から都市部消費地への流通ネットワークが弱体化しており、コメの国際価格高騰は社会不

安を生みかねない。このため、食料安全保障及びマクロ経済（外貨留保）の両面から、国

産米振興は喫緊の課題とされている。 
 
（2）コートジボワール・ドナー・日本・JICA の優先度 

1）本プロジェクトは、コメを最重要作物と位置づけ、国産米振興を優先課題とする「国家

農業投資計画“Programme National d'Investissement Agricole：PNIA”」や SNDR などのコー

トジボワール政府の開発計画と合致している。コートジボワールは SNDR において 2016
年のコメ自給達成を目標に掲げ、他ドナーや民間企業を巻き込みながら増産計画を具体化
10している。 

2）本プロジェクトは、JICA の対コートジボワール援助方針（暫定案）において、食料自給

率の向上と農村部の経済機会の拡大（農家の収益改善や雇用機会の提供）をめざす「1 次

産業振興プログラム」の主要コンポーネントとして位置づけられている。また、JICA はコ

ートジボワールをアフリカ稲作振興のための共同体（ Coalition for African Rice 
Development：CARD）第二グループ国として、優先的に支援していく予定である。 

3）他ドナーにおいても、コメは成長ポテンシャルが高い作物として注目されており、FAO
の APRAO、世銀の WAAPP などによりコメ生産・流通改善に係る協力が実施されている。 

 
（3）手段としての適切性（手段、ターゲットグループの選定、日本の技術の優位性） 

1）コートジボワールのコメ生産量に占める陸稲の割合は約 70％とされるが、年間降雨量約

1,500mm の中部地域には元来水稲生産に適したバフォン（内陸小低地）が点在しており、

開発ポテンシャルは非常に高い。稲作形態ごとの比較においても、本プロジェクトが対象

                                                        
8 FAO STAT。コートジボワールSNDR（2012 年 1 月）によれば、国内消費量 150 万ｔ、国産米生産量 60 万 t、輸入量 91.9 万 t

（2,350 億 FCFA） 
9 JICA/国際農林業協働協会（Japan Association for International Collaboration of Agriculture and Forestry：JAICAF）、コートジボ

ワール国農業分野基礎情報収集・確認調査、2013 年 3 月 
10 民間企業（NOVEL 社）の参入、種子調整センターの増設、精米機 63 台の購入が具体化されている。 
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とするバフォン及び灌漑地区は最も生産性及び収益性が高いことが確認されているため、

国産米の増産及び流通量拡大という目的にも合致している。 
2）従来の稲作技術協力は生産現場における農家支援にとどまっていたが、本プロジェクト

はコートジボワール最大の都市アビジャンで入手困難となった国産米の流通回復・拡大を

中長期的な目標としているため、生産から精米加工・販売までのバリューチェーンを構成

する関係者すべての能力強化と流通ネットワーク構築を支援する本プロジェクトのアプ

ローチは適切といえる。 
3）対象地域では、FAO や世銀など、複数のドナーが稲作への支援を行っているとともに、

民間企業 NOVEL 社が国産米の生産・流通事業への投資計画をもち、パイロット事業を開

始している。一方で、これら他ドナー及び民間企業の多くはコメ栽培技術のノウハウをも

たないため、豊富な灌漑稲作技術のノウハウをもつ日本の技術協力は、生産者の能力を強

化し、民間企業との契約栽培を促進することにも貢献するため、相互補完関係を構築でき

る。 
 
４－２ 有効性 

以下の観点から本プロジェクトの有効性は高いと判断される。 
（1）プロジェクト目標の内容（目標・指標の適切さ、指標の入手手段の妥当性、など） 

1）SNDR では、2016 年までのコメ自給を目標としているが、現在の国内需要量と生産量の

ギャップの大きさからは、技術協力だけで本目標を達成するのは困難であり、段階的に流

通拡大をめざす必要があるため、輸入米の最大消費地であるアビジャンでの国産米流通拡

大を中長期的な目標としつつも、プロジェクト目標は「対象農家におけるコメ販売量が増

加する」とするのが適当である。 
2）また、プロジェクト目標の指標である「対象農家におけるコメ生産量/販売量が XX％増

加する」を測る入手手段としては、国産米振興の実施機関である ONDR が整備中の統計資

料を用いることも可能だが、プロジェクトでは生産者グループに対する種子・肥料のクレ

ジット供与や精米業者による籾の買い付けを支援する過程で、ターゲットグループの生

産・流通活動をモニタリングする予定であるため、同モニタリング資料を通じた生産・販

売量の把握が最も実態を把握するうえで適切である。 
 
（2）因果関係（プロジェクト目標と成果との関係） 

1）プロジェクト目標達成のためには、生産性の改善のみならず、精米品質の向上や、流通

ネットワーク構築など、バリューチェーン上の課題に対して一体的に取り組む必要性があ

る。したがって、生産地域において「成果①ステークホルダーの対話が促進される」、「成

果②対象グループにより、研修を通じて得られた知識・技術が活用される」、「成果③対象

グループのうち、選定されたグループの能力が強化される」を一連の相関するプロセスと

して取り組むとともに、中央/消費地レベルで「成果④ステークホルダーによる国産米振興

に関する取り組みが加速される」を平行して実施することで、それぞれの成果の有機的な

相関が可能になり、プロジェクト目標の達成が期待できる。 
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４－３ 効率性 

以下の観点から本プロジェクトの効率性は高いと判断される。 
（1）成果の内容（成果と成果指標の適切さ、指標入手手段の妥当性） 
 
（2）因果関係（成果と活動の関係） 

1）「成果①ステークホルダーの対話が促進される」 
コメ増産と流通拡大のためには、ステークホルダーそれぞれに利益が分配される関係づ

くりが必要とされている。FAO の稲作プロジェクト APRAO においてもステークホルダー

間のプラットフォーム構築を通じて対話促進に取り組み、一定の成果を上げつつあるため、

本プロジェクトにおいても APRAO の成果を活用する予定であり、活動も明確である。ま

た、指標「コメ生産・販売に関する共通の条件が共有される」は、APRAO でも実践され

ており、成果指標として適切といえる。 
2）「成果②対象グループにより、研修を通じて得られた知識・技術が活用される」 

生産者や精米・流通業者の能力強化は、コメ増産と流通拡大のための必要条件である。

生産・精米加工技術については、ゼロベースで技術開発するのではなく、他国での技術協

力プロジェクトで蓄積された研修方法や資料を最大限活用する予定であるため、効率的な

技術指導が可能と考えられる。また、指標「研修に参加した農家、精米/流通業者の XX％

が基礎技術を活用する」は研修効果を測定するに最も直接的な指標であるため、妥当であ

る。 
3）「成果③対象グループのうち、選定された生産者グループ/精米業者/流通業者の能力が強

化される」 
国産米の生産・流通を経済活動として促進していくためには、関係者に広く機会を提供

する一方で、競争原理により意欲と実行力のある生産者や精米・流通業者を選別し支援す

ることが不可欠であり、関係者のインセンティブづけにもつながる。本成果の対象グルー

プは、成果②の活動とモニタリングを踏まえ、各グループの意欲や実行力を客観的に評価

したうえで選定される予定であり、明確である。また、選別されたグループへの追加支援

は、それぞれのニーズに応じた支援内容が検討される予定であるため、成果指標としては

一律の尺度で測るのではなく「XX％の選定された生産者グループ/精米業者/流通業者が追

加支援の目標を達成する」が適当である。 
4）「成果④ステークホルダーによる国産米振興に関する取り組みが加速される」 

プロジェクト目標の達成のみならず、国産米振興のためには、生産地における生産者、

精米・流通業者の能力強化のみならず、政策レベルへの打ち込みや、国産米の流通ネット

ワークが弱体化しているアビジャンなど、大都市の消費地における販売促進活動が不可欠

であり、これらを生産地での取り組みと有機的につなげていく必要がある。成果指標であ

る「ガイドラインが作成される」と「国産米に対する嗜好が改善される」は、政策レベル

での本プロジェクトアプローチの浸透度及び消費地における国産米販売促進の取り組み

度を測る指標として妥当である。 
 
（3）他援助機関、他スキームとの連携・協調 

1）本プロジェクトでは、FAO が実施する稲作プロジェクト APRAO の活動成果を活用する
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とともに、世銀が WAAPP を通じてリハビリを予定している CFMAG についても研修先と

して検討する予定である。また、PPP 枠組みの下、進められている民間企業 YAANOVEL
社による灌漑稲作開発計画とも、上述のとおりうまく補完関係を構築することで、成果を

最大化することが期待される。 
2）中期的にはわが国貧困農民支援調査（Second Kennedy Round：2KR）による肥料や農業

機械の供与、見返り資金によるクレジットシステムの構築、無償資金協力による灌漑施設

のリハビリ及び低湿地の小規模開発など、わが国における他の協力スキームを同時活用す

ることによる相乗効果が期待される。 
 
（4）タイミング、コスト 

1）2002 年に中断した技術協力プロジェクト「小規模灌漑稲作営農改善計画  “Project 
d'Amelioration des Systems d'Exploitation Agricole dans la Rizculture Irriguee de Petite Taille：
PASEA”」において、ヤムスクロ特別自治区周辺灌漑稲作地区 3 カ所の営農体系詳細調査

が実施されており、これを基礎データとして活用することで、効率的なプロジェクト運営

が可能である。 
2）同プロジェクトではプロジェクト拠点として「稲作開発センター（研修施設）」が建設

されており、MINAGRI の維持管理により現在においても良好なコンディションを保って

いる。また、MINAGRI 本省には同プロジェクトの事務室が現在でも利用可能であること

から、これらの施設・事務室を本プロジェクトの活動拠点として活用することで、プロジ

ェクト活動の早期立ち上げと予算の節減が可能である。 
3）さらには、同プロジェクト及び 1990 年代に実施した技術協力プロジェクト「象牙海岸

農業機械化訓練計画」を通じて、JICA技術協力スキームへの理解が深い MINAGRI人員や、

既に一定の技術を習得している普及員・農民も存在することから、こうした人材を本プロ

ジェクトに活用することで効率的な運営が可能である。 
 
４－４ インパクト 

以下の観点から本プロジェクトのインパクトは高いと判断される 
（1）上位目標の内容（目標・指標の適切さ、指標の入手手段の妥当性） 

 
（2）因果関係（上位目標とプロジェクト目標との関係） 

本プロジェクトではヤムスクロ特別自治区、ベリエ州、ベケ州を対象に、コメ生産・販売

量の増加をめざした取り組みを進める予定でおり、技術協力としてカバーできる範囲の制約

により本プロジェクト目標の対象範囲を支援対象者に絞っているが、本プロジェクトを通じ

て直接の支援対象者以外の関係者にも成果が波及することが期待されているため、上位目標

として 3 州全体のコメ生産・販売量の増加とするのは妥当といえる。また、指標には、対象

地域におけるコメ生産/販売量だけでなく都市部へのコメ販売量の増加量を設定しているが、

本プロジェクトで予定されている都市部への販売促進や流通ネットワーク強化を通じて間

接的にでも成果発現が期待されるため、指標としては妥当であり、かつ ONDR によりコメ生

産・販売量などの統計データが整備される予定のため、同統計データを指標の入手手段とし

て期待できる。  
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（3）波及効果（他地域への普及を支援する仕組み、など） 
1）本プロジェクトでは、ステークホルダーの対話促進、生産者、精米・流通業者への研修・

追加支援の一連の協力をパッケージ化して毎年異なる地区で実施する予定であり、協力パ

ッケージは毎年改良が加えられながら、他地域での波及も見据えてガイドラインとして整

理される予定である。 
2）対象地域で国産米生産のパイロット活動を始めた合弁企業 YAANOVEL 社は、カカオ、

コーヒー、輸入米などを取り扱う食品流通業の NOVEL 社を親会社としている。コートジ

ボワールの国産米振興の課題の 1 つが流通であることを考慮すれば、本プロジェクトによ

り対象地域市場での国産米流通量が増加した暁には、NOVEL 社の流通網を通じてアビジ

ャンでの販売機会が増えることが期待される。 
3）灌漑稲作の振興には機械化の推進が不可欠とされるが、1999 年に 2KR が中断した以降

は日本製農業機械の供給が途絶えており、低品質である中国製機械以外に選択肢がない状

況にある。本プロジェクトで計画されている追加支援活動により日本製耕耘機の提供が可

能となった場合、関係者に対するインパクトは大きなものとなり、また将来的にビジネス

ベースとしての日本製農業機械導入に発展することが期待される。 
4）現時点で予想されるネガティブなインパクトはない。 

 
４－５ 持続性 

以下の観点から本プロジェクトの持続性は高いと判断される。 
（1）政策・制度面 

1）コートジボワールでは、コメ自給率の向上が政府の優先課題であることから、MINAGRI
傘下に ONDR を設置し、国家稲作振興戦略（National Rice Development Strategy：NRDS）
の策定・実施促進を担っている。ONDR は職員数 180 名以上を抱え、CARD 参加諸国のな

かで、コメに特化した実施機関を有する国はみられないため、国産米振興に対する強い政

策的意思が確認できる。 
2）また、MINAGRI/ONDR は、PPP による農業投資と国産米振興を推進すべく、海外・国

内の民間企業や金融機関との連携を進めている。国産米振興においては、特に民間企業に

対してボトルネックの 1 つである精米加工・流通面の強化と生産者との契約栽培を後押し

し、既に複数企業により政府との投資協定が締結されるなど、具体的な進捗が確認できる。 
 
（2）組織・財政面 

1）MINAGRI は、プロジェクト総予算に対して約 10％のコートジボワール政府予算を準備

するべく経済財務省と折衝中である。また、本プロジェクト実施にあたり必要となる普及

員の手当てに関し、MINAGRI 予算により負担することも検討されており、コートジボワ

ール側のオーナーシップが確認できる。 
2）本プロジェクトでは、生産者に対する種子・肥料など農業資材をクレジットで提供し、

収穫物（籾米）で返済、生産者グループで管理、回転資金として再びクレジット提供する

システムの構築を検討しており、同システムにより農業資材への持続的なアクセス確保が

期待できる。 
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3）精米業者における籾買取資金不足という課題に対して、2KR などの見返り資金を利用し

た基金の設立が提案されており、これが実現した場合、生産者・精米業者・販売業者間の

安定的・持続的な生産物流通システムの構築が期待される。 
 
（3）技術面 

1）対象地域では、過去の日本及び他ドナーによる協力などにより、アジアの緑の革命の栽

培技術である畦畔づくり・均平化が施された灌漑水田が見られるため、自然条件、生産者

の技術レベルともに、これらの栽培技術が普及・拡大するポテンシャルが大きいことが確

認されている。 
2）ステークホルダーの流通ネットワーク構築に関しては、既に FAO の APRAO によりガニ

ョアなど他地域で一定の成果が確認されているため、同取り組みを活用・応用していくこ

とで、対象地域でも同様に実施できる可能性は高い。 
 
（4）社会・文化・環境面 

現時点で特段の阻害要因はない。 
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第５章 協議内容と実施上の留意点 
 
５－１ 協議内容 

（1）フレームワーク 
詳細計画策定調査の段階では、下記のとおりのフレームワークの基、ミニッツに添付した

プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）のとおり先方と合意

した。帰国後、関係部署とも調整の結果、最終的に事業事前評価表のとおり整理を行い、先

方と討議議事録（Record of Discussions：R/D）を締結の予定。 
 

1）上位目標：対象地域で生産された米販売量が増加する。 
2）プロジェクト目標：対象グループによる米販売量が増加する。 
3）成果： 
成果 1 ステークホルダーの対話が促進される。 
成果 2 対象グループにより、研修を通じて得られた知識・技術が活用される。 
成果 3 対象グループのうち、選定された生産者グループ/精米業者/流通業者の能力が強化

される。 
成果 4 ステークホルダーによる国産米振興に関する取り組みが加速される。 

4）実施期間：2014 年 1 月～2019 年 1 月（5 年間） 
5）対象地域：ヤムスクロ特別自治区、ベリエ州、ベケ州、アビジャン（成果 4 の販売促進

活動） 
フレームワークについては、以下の内容を想定している。 

・成果 1 においてヤムスクロ特別自治区、ベケ州、ベリエ州における関係者の対話を促進

しネットワークを構築。特に、ネットワークの構築・強化の一環として、精米業者や生

産者組織を通じた種子・肥料のクレジットによる販売、収穫後に返済を行う仕組みを試

行する。これにより、農家は確実に種子・肥料を手に入れられ生産量を増加、精米業者

は農家からの十分な籾量を確保できることとなることから市場への販売量を増加する

ことが期待できる。 
・成果 2 において受益者に対する研修を実施・モニタリングを行う。研修内容は、主とし

て生産者に対する栽培技術研修、生産者組織に対する組織運営研修、精米・流通業者に

対するビジネス管理研修を想定する。 
・成果 3 において、成果 2 のモニタリング結果の良い受益者に対して追加的支援を実施す

る。追加支援の内容については、モニタリングの結果を分析のうえ決定するが、追加の

研修や簡易機材の供与などを念頭に置く。なお、持続性の観点から、コートジボワール

政府の負担による実施可能な内容とする。 
・上記の活動に加えて、成果 4 として、経済首都アビジャンへの販売量の増加をめざした

活動及びアプローチの取りまとめを通じた政策提言を実施し、より大きなインパクトの

発現をめざす。 
 
（2）受益者等 

付属資料 8 のスケジュールを想定し、合計で 25 カ所（スケジュール表上は 26 カ所）の灌
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漑整備地区（ペリメットル）及び未整備バフォン（内陸小低地）を対象とする。灌漑は 30
～500 農家世帯、未整備バフォンは 10～20 世帯で構成されるが、受益者については、平均で

60 農家とし、合計 1,500 農家と設定した（25 カ所×60 世帯） 
 
（3）実施体制 

責任機関：MINAGRI 
実施機関：ONDR 
プロジェクト・ディレクター：MINAGRI 計画・統計・プロジェクト総局長 
プロジェクト・マネジャー：ONDR 職員 
プロジェクト・マネジャーの下に、ONDR 職員、MINAGRI 職員、ANADER 職員からなる

ユニットを設置（バリューチェーン、農民組織、稲栽培技術分野など）することで合意。プ

ロジェクト開始前までに、具体的な人員をアサインすることとした。 
 
（4）コートジボワールの政策との協調 

コートジボワールは CARD の発足以前から稲作振興を国家の重要な課題として取り組ん

でいる。本プロジェクトは、「国家開発計画“Deuxième Plan National de Développement：PND 
2012-2015”」、「農業開発マスタープラン“Plan Directeur de Développement Agricole：PDDA 
1992-2015”」、「国家稲作振興戦略（SNDR 2012-2020）」の下で、稲作振興を目的としたプロ

ジェクトとして実施する。 
 
（5）アプローチ 

「コートジボワール農業分野基礎情報収集・確認調査」（平成 25 年 3 月、以下「基礎調査」）

は、国産米の栽培から流通に至る過程（Value Chain）で種々の課題を抽出している。特に、

国産米生産増の鍵とされる「農家と精米・流通業者とのネットワーク強化」について、今次

調査においてその必要性が確認されるとともに、コートジボワールからも強い要望があった

ことから、Value Chain に対する技術協力を行う。 
 
（6）過去の日本の協力の活用 

日本は 2002 年のコートジボワールへの協力を停止するまでの間、農業分野において、無

償資金協力で「農業機械訓練センター建設計画（1988～1989）」、「中北部地域灌漑農業整備

計画（1996～1998）」、技術協力で「灌漑稲作機械化訓練計画（1992～1997）」、「小規模灌漑

営農計画（2000～2002 中断）」を実施してきた。CFMAG は現在も稼働しており、また、PASEA
でヤムスクロ特別自治区に建設した稲作開発センターも利用できる状態にある。CFMAG は

精米機や耕耘機の維持管理に関する研修講師のリソースとして、PASEA センターは専門家・

カウンターパートの執務スペースや研修場所（隣接した圃場もある）として利用が可能であ

る。 
10 年ぶりに日本が農業分野における技術協力を開始するにあたり、これらの物的・人的資

産を十分に活用して実施する。 
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（7）コートジボワール政府による財政的持続性の向上 
本プロジェクトを実施及び将来的な他地域での展開をめざし、コートジボワール側の財政

的負担を求めた。協議において、先方からは JICA が負担するプロジェクト総額の 10％を上

限に、活動費（人件費を含む）を申請予定とのことであった。 
なお、当方からは半官半民である ANADER に所属する普及員の人件費などについても、

政府側の負担を求めた。しかしながら、独立機関である ANADER は独立採算を原則として

おりドナーが関係するプロジェクトに従事する場合の人件費はドナー側プロジェクト予算

から支出するとのことであった。プロジェクト開始までに、この点については引き続き意見

交換を行うこととなった。 
 
（8）シナジー効果 

プロジェクト対象地域（ヤムスクロ特別自治区、ベレ州、ベケ州）が位置する中部地域は、

コートジボワールにおいて最も灌漑稲作が盛んな地域であり、APRAO、世銀支援の WAAPP
といったドナー支援が既に入っている灌漑区が散見される。また、コートジボワールで輸入

米販売を行っている NOVEL 社は、ヤムスクロ特別自治区郡と共同で YAANOVEL 社を設立

し、Subiakro の灌漑区の 80ha での稲作農家との契約と 5ha の保証種子生産を試験的に開始し

ている。APRAO と同様に種子・肥料を貸し付け、生産されたコメは NOVEL 社が買い上げ、

同社のもつ流通網を使って販売する計画である。同社はガーナ、ナイジェリアなどでコメ生

産事業の経験をもつ。これらの機関との積極的な連携が必要不可欠という点が確認された。 
なお、YAANOVEL 社を訪問した際に、JICA やほかのステークホルダーを含めて、情報共

有の促進を目的とした覚書（Memorandum of Understanding：MOU）の締結について提案があ

った。何らかのコミットを求めるものでなく、個々の動きがより効率的に共有されることを

めざすものであり、JICA プロジェクトにとっても有益であることから、前向きな議論を行う

べきと考える。 
 
（9）インパクト評価の実施 

本プロジェクトの実施と並行して、JICA 研究所、政策研究大学院大学（National Graduate 
Institute for Policy Studies：GRIPS）と連携した実証研究を行う。研究内容は大きく①灌漑稲

作の研修効果の測定、②バフォンの研修効果の測定、③海外企業による契約栽培の効果、と

いう 3 つの柱がある。今回の調査においては、①についてコートジボワール政府に説明し了

解を得た。②、③については、十分な情報を得られていないことから、今後詳細を検討する

こととなる。以下、①について説明する。 
灌漑稲作の対象としている 8 地区（想定）において、①種子や化学肥料を配布することの

効果、②それに加えて栽培技術を指導することの効果を測定する。これを実施するために、

以下の設定を行う。 
・対象となる地区には全員に種子、化学肥料をクレジットで提供する。 
・対象地区のなかからランダムに研修を受ける農家 20 名、受けない農家（比較対象農家）

20 名を選定する（ただし、コミュニティの意向と将来的な技術の普及拡大を想定し、20
名に加えて 5 名はコミュニティで選定する）。 
この設定で、事前調査（2015 年初旬）、本調査（2016 年前半一期作目）、追跡調査（2016
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後半二期作目後）の 3 回にわたり調査を実施する。主としてランダムに選定された農家の研

修前（事前調査）と研修後（本調査）の変化を分析し、追跡調査については主に技術の広が

りについて調査を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５－１ インパクト評価概念図 

 
なお、MINAGRI との了解は得たものの、状況は地域によって異なると推測されるため、

カウンターパートとも調整しながら進めることとする。 
 
（7）種子生産への支援 

特に ONDR から、本プロジェクトにおける種子生産部分ヘの協力依頼があった。本項目に

ついては成果 2 において対応することを想定する。 
 
（8）籾買付資金に関するカウンターパートファンドの活用 

コートジボワールにおける国産米振興の課題の 1 つに、農家が生産した籾の買付資金の不

足が挙げられる。精米業者や流通業者が買い付けを行うこととなるが、資金不足のため十分

な量を買い上げられない、農家への迅速な支払いを行われないなどの状況を生じさせ、結果

として農家は稲作を行うインセンティブを失っている。 
ONDR は APRAO の下、精米業者への買付資金の提供を行うことで、買い付けを円滑に進

めることに一部成功している（ガニョアでは成功）。他の地域でも、同様のアプローチが有

効と考えられるが、JICA 技術協力プロジェクトでは、資金の提供を行うことはできない。 
1 つのアイデアとして、これまでの 2KR などで積み立てられてきたカウンターパートファ

ンドの一部を活用し、銀行などを通じて、本プロジェクトの対象地域の精米業者/農業協同組

合/流通業者にクレジットを供与することを検討することが望ましい。 
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５－２ プロジェクト実施上の留意点 

（1）活動に関する留意事項 
本プロジェクトは、MINAGRI を責任機関に、ONDR を実施機関に、ANADER、CNRA、

CFMAG、商業省、民間企業、他ドナーを連携機関に実施する。本プロジェクトのシナリオ

は、カウンターパートの能力向上を図り、普及員の稲作関連技術を強化し、農民研修を通じ

て灌漑地区やバフォンの稲作が改善し、コメ生産・出荷量が増大し、都市への国産米流通が

増加することである。ここでは、主にコメ出荷量が増大するまでのプロセスと留意点につい

て述べる。 
 

1）研修トレーナーの育成 
本プロジェクトの具体的な活動は、ヤムスクロ特別自治区郊外に位置する稲作開発セン

ターに配置されたカウンターパートの能力向上から開始する。その後、研修対象灌漑地区

の農民研修を担う ANADER 所属普及員の稲作関連技術を強化する。研修トレーナー育成

の流れは以下のようになるだろう。 
① カウンターパート：全カウンターパートに対して稲作の基本について研修し、理論だ

けではなく、実技（演示）能力も高める。各分野については専門家による実務研修や

本邦研修・第三国研修も含めて実施する。必要に応じて、CNRA、CFMAG、他の関係

機関から協力を得る。 
② ANADER 普及員：専門家とカウンターパートで普及員研修計画を検討し、合同調整委

員会（JCC）で基本合意を図る。カウンターパートと外部講師による灌漑稲作研修を

実施する。その後、カウンターパートとともに準備バッジ研修の準備・実施・モニタ

リングを行い、普及員が、農民を対象に集合研修と現地研修が実施できるようにする。 
③ 農民リーダー：カウンターパートと ANADER 普及員が稲作開発センターで農民リー

ダー研修を実施する。農民リーダー研修の期間や内容については、準備バッジ（2 灌

漑地区）の現状調査（ニーズ調査）結果も参考に検討するが、5 日間以内とする。研

修が本格化した場合に何グループの農民リーダーを同時に研修するかは、準備バッジ

の経験を基に判断する。農民リーダー研修を通じて、プロジェクト側の支援内容につ

いて共通理解を図るとともに、灌漑稲作研修（現地研修）の準備・実施・フォローア

ップにおける農民リーダーの役割・責任を明確化する。 
2）研修対象地区の選定 

準備バッジ灌漑地区は、既存情報や専門家・カウンターパート・担当普及員による踏査

結果を基に、稲作開発センターに地理的に近く、灌漑地区運営、灌漑水管理、協働組合運

営の視点も含めて、研修実施に大きな障害がない２地区を選定する。この 2 地区は灌漑稲

作発展の先行事例（現地視察先）になるよう期待する。 
ほかの灌漑地区については、協力開始の早い時期に灌漑/水管理専門家を派遣し、カウン

ターパートや普及員とともに対象地域の灌漑地区を踏査し、研修対象地区選定の参考とす

る。各灌漑地区の調査では、灌漑施設、水管理、稲作、収穫後処理、流通の現状と課題を

特定する。本プロジェクトでは、灌漑施設の大規模な改修は想定していない。同専門家グ

ループはバフォン地区についても踏査し、将来のバフォン開発に向けた研修について提言

する。こうした現地調査には、できるだけ稲栽培技術専門家やカウンターパートも同行し、
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開発のシナリオについて共通理解を図ることが望ましい。 
灌漑地区を対象とした研修では、できるだけ稲作開発センターに近い地区から実施する

のが望ましい。バフォン開発対象地区については、センターからの距離よりも開発のポテ

ンシャル（住民の意向、水源、地形、地質、間道路からのアクセス、など）を参考に判断

されるべきだろう。 
3）研修参加者の選定 

本プロジェクトと並行する形で実証研究が実施される予定である。そのため、研修参加

者の人選には、実証研修グループの意向も反映される。研修には、農民リーダー5 名と一

般農民 20 名が参加するが、一般農民については無作為に選定し、研修のインパクトを研

修に参加しなかった農民と比較する設定になっている。 
本プロジェクトでは、稲作関連研修（特に現地研修）が円滑に実施され、研修成果が研

修に参加しなかった農民まで波及することを意図している。そのためには灌漑組織の運営

や意思決定に重要な役割を担っている関係者（灌漑組織リーダー・会計係、協同組合関係

者）の理解や協力が重要である。現場レベルにおける本プロジェクトの意思決定関係者は、

対象地区によって多少の違いが出る可能性もあり、その場合は、現場研修が円滑に実施さ

れ、研修成果が灌漑地区全体に波及する方向を考慮しながら判断すべきである。 
4）品種 

ヤムスクロ特別自治区の市場で購入したコメ（WITA-9）を食味した。炊飯直後はあまり

違和感がなかったが、冷えると食味が落ちた。当面は WITA-9 を中心に栽培することにな

るだろうが、コートジボワールの料理方法で、輸入米と食味を比較する必要がある。本プ

ロジェクトでは直接的な対象ではないが、アフリカライスや農業研究センターの動きに注

目し、稲作開発センターが品種比較試験に協力することが望ましい。 
5）栽培技術の確認 

灌漑稲作は、大別すると移植栽培（田植え方式）と直播栽培があるが、コートジボワー

ルで一般的な移植栽培技術を確認することから開始する。灌漑稲作の基本は適正品種・優

良種子・畦畔・田面均平・適正栽植密度（若苗直線植え）・水管理・除草である。コート

ジボワールでは条植え（直線植え）は定着しないのではともいわれているが、「若苗直線

植え」を基本に稲作技術を実証・研修・普及すべきである。「若苗直線植え」でない移植

栽培は、改良稲作ではない。 
かつて、「田植方式は普及しない」といわれたムエア灌漑地区（ケニア）は、「若苗直線

植え」（条間 30cm）が手押し回転除草機とともに広がり始めている。アフリカの各地で SRI
（System of Rice Intensification）という用語が広がりつつあるが、既にある程度まで田面の

均平化が進んでいるコートジボワールでも、「若苗直線植え」が普及する可能性は大きい。 
6）種子と肥料のクレジット 

ガニョア州の事例で示したように、コートジボワール政府は稲作振興のために投入財ク

レジットを奨励しており、農民は種子と肥料を前借りし、収穫後に精算する。本プロジェ

クト対象予定地域でも既に同様のことが実施されている。本プロジェクトの具体化にあた

っては、国産米振興に対するコートジボワール政府とドナーの動向に注意するとともに、

できるだけ共通のアプローチで農民や農村社会と接するべきである。 
アフリカの各国で肥料と種子のクレジットが広がりつつある。構造調整時代には補助金
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に強く反対したドナーも、農民への補助金や融資に前向きに取り組みつつある。世銀は、

東アフリカ諸国で農民が種子・肥料入手を支援するバウチャー制度を実施している。コー

トジボワールでも、国産米振興に向けて、投入財クレジット（Voucher System）や籾倉荷

証券システム（Warehouse Receipt System）が発展することが見込まれる。コートジボワー

ルでの国産米振興支援の一翼を担うには、技術協力だけでなく、その他の援助スキームに

ついても検討する必要があるだろう。 
7）農民組織 

灌漑稲作は灌漑施設の整備によってではなく、灌漑施設の維持管理によって持続性が保

たれる。灌漑施設は政府やドナーによって整備されるが、その維持管理は灌漑による受益

者（多くの場合は灌漑農業を営む農民）の組織（一般的に灌漑組合や水利組合と呼ばれる）

による。 
灌漑農業は、天水農業に比較して、一般的に高投入高収益農業であり、比較的安定して

おり、公的私的資金による融資（クレジット）が入りやすい。小規模（あるいは貧困）農

民に対する融資は、通常、農民たちが何らかの組織を通じて共同責任をもつことで可能と

なる。 
わが国では、水利組合と農業協同組合が発展し、灌漑農業の持続性確保や農村の発展に

貢献してきた。最近では、アフリカの灌漑開発協力においても、参加型灌漑管理の重要性

が認識されつつあり、灌漑稲作振興は灌漑組織運営と歩調を合わせる形で進みつつある。

本プロジェクトには灌漑/水管理と農民組織化/クレジット管理の専門家の派遣が予定され

ており、農民組織強化を通じた持続性の確保に貢献することが期待される。 
8）バフォン開発 

コートジボワール中部地域の稲作面積を形態別にみれば、灌漑 1 万 3,012ha、バフォン 2
万 2,665ha、氾濫原 8,275ha、陸稲 161 万 6,976ha と推定されており、開発可能なバフォン

は相当ある。どの程度のバフォンをどのように開発するかについては今後の検討課題であ

るが、比較的人口密度が希薄なことから、急激に開発するのではなく、受益者たちの開発

能力向上を支援しながらの協力になるだろう。研修対象バフォンの選定にあっては、生産

性だけでなく市場へのアクセスも含めて判断すべきであろう。 
9）わが国の農業開発協力アッセットの活用 

コートジボワール政府、世銀、FAO、アフリカライスを含む関係者や農民たちは、これ

までの日本の稲作技術協力を高く評価しており、今後の協力再開に大きな期待を寄せてい

る。本プロジェクトでは、「小規模灌漑営農改善計画（2000～2002 中断）」で建設された稲

作開発センターを拠点に業務を展開する予定である。 
本プロジェクトでは耕耘機の導入も選択肢の 1 つと考えられることから、無償資金協力

で建設された CFMAG の活用も検討すべきである。耕耘機の選定や操作・維持管理に関す

る研修で協力関係を継続することは、コートジボワール全体の稲作機械化に貢献すること

になるだろう。また、同センターが中心になって手押し除草機を開発すれば、水田除草作

業を容易にするだろう。 
10）精米機 

MINAGRI の説明によれば、2013 年中に毎時 2 t の籾処理能力をもつ精米機 63 台が輸入

され、協同組合や民間セクターに払い下げられる。来年には毎時 5 t の精米機 30 台が輸入
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され、民間セクターに払い下げられる。これだけの処理能力を持つ精米機を、これほど多

数輸入することに MINAGRI や ONDR の国産米振興への意思を感じる一方で、本プロジェ

クトとしては、こうした大型精米機の維持管理に関与しない姿勢を示す必要があるだろう

（調査団としては、これら精米機の操作や維持管理についてはメーカーや代理店から十分

な研修を受けるよう申し入れた）。 
 
（2）専門家の業務内容 

現地調査の結果、プロジェクト協力期間（5 年間）前半では、主要な専門分野を以下のよ

うに検討した。 
1）バリューチェーン（総括） 

プロジェクトでの最初の取り組みは、プラットホーム形成である。APRAO では、農業

普及機関の ANADER がプラットホーム形成の経験を有している。それらの経験を活用し

つつ、専門家は全体を俯瞰し、ステークホールダーの真の声（ニーズ）を嗅ぎ分け、研修

などのプロジェクト活動に反映させ、APRAO アプローチに改良を加えることを期待した

い。ステークホールダーが多岐にわたること、プラットホーム形成・モニタリングに時間

を要することもあり、比較的長期間の派遣（長期型専門家：8～9 カ月/年程度）かつ専門

家チームの総括となることが望ましい。 
2）稲栽培技術 

今次調査団の視察先をみる限りは、損傷ある灌漑施設においても、畔・均平が施され、

種子と肥料の供与により、4〜5t/ha の収量を上げており、それなりの栽培技術を有してい

る農民の存在が窺い知れる。しかし、限られた灌漑地区での観察であり、南谷農業技術ア

ドバイザーからは、種子・施肥をしながら収量の低い灌漑農家が散見されるとの報告を受

けている。ドナー、コートジボワール側からも栽培技術指導の必要性は指摘されているの

で、「栽培技術」専門家は、農家及びカウンターパート・普及員の栽培・収穫後処理技術

の把握、研修計画作成・指導・モニタリングに注力しつつ、必要に応じて、種子生産にも

指導を拡げていく。苗育成から収穫までの稲の生育過程を追うことから、特にプロジェク

ト協力期間前半は、長期型で派遣する。後半については、カウンターパート・普及員の指

導能力を確認しつつ、派遣期間を検討する。 
3）農民組織/クレジット管理 

プロジェクトの対象地の多くは、灌漑稲作地区である。1970 年代に建設されたそれら灌

漑施設は 2000 年代初めにヨーロッパ開発基金の支援で改修されたが、劣化が目立ちはじ

めており、農民はもとよりコートジボワール政府もその改修を要望している。しかしなが

ら、灌漑施設の維持管理に受益者である農民自らが努力を払ってきたか、政府がそれを重

視してきたかは、疑問の残るところである。ドイツ国際協力公社（Deutsche Gesellschaft fur 
Internationale Zusammenarbeit：GIZ）の 30 年にわたる灌漑支援の経験として、維持管理の

軽視が指摘されている。また、対象地域の農民は、種子・肥料などの外部支援に慣れ親し

みすぎている感がある。その意味から、「農民組織」専門家には、灌漑施設の維持管理、

灌漑水料金、返済を課す種子・肥料の管理といった受益者（農民）グループや協同組合の

持続的な経営・事業の継続性への取り組みを期待し、長期型専門家とする。 
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